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（乙）

   設     計     内     容

１ 業務内容

     

２ 提出書類(詳細は仕様書による)

　1.点検実施計画書 1 部

  2.調査結果報告書 2 部

　3.調査結果報告書データ（ＣＤ－Ｒ） 2 部

　4.その他必要と認められるもの 1 式

３　共通事項

　・暴力団の排除措置

　　(1) 妨害又は不当要求に対する通報義務

　　　ａ．受注者は、契約の履行に当たって暴力団関係者等から事実関係及び社会通念等

　　　　　に照らして合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求又は契約の適

　　　　　正な履行を妨げる妨害を受けたときは、警察へ通報をしなければならない。

　　　　　なお、通報がない場合は入札参加資格を停止をすることがある。

　　　ｂ．受注者は、暴力団等による不当介入を受けたことにより、履行期間内に業務を

　　　　　完了することができないときは、発注者に履行期間の延長変更を請求すること

　　　　　ができる。

岐阜県 (1)

岐阜県立益田清風高等学校で実施する建築基準法第12条定期点検等委託業務

・「岐阜県立益田清風高等学校で実施する建築基準法第12条定期点検等委託業務　仕様書」による。



（乙）

   設     計     内     容

　・行政情報流出防止対策の強化

　　　ａ．受注者は、本業務の履行に関する全ての行政情報について適切な流出防止対策

　　　　　をとらなければならない。　　　

　　　ｂ．受注者は、別紙ー１「業務委託等における行政情報流出防止対策の基本的事項」

　　　　　を遵守しなければならない。

　　　ｃ．発注者は、受注者の行政情報の管理体制等について、必要に応じ、報告を求め、

　　　　　検査確認を行う場合がある。

岐阜県 (2)

岐阜県立益田清風高等学校で実施する建築基準法第12条定期点検等委託業務



（丙）

      委   　 託 　   費 　   総 　   括 　   表

　　　　 　名　　　　　称  単位 　　金　　　額 　　摘　　　要

直接人件費  一式

諸経費  一式

技術料等経費  一式

特別経費  一式 外壁全面調査分、高所作業車分

計

  消費税及び地方消費税

   合　　計

岐阜県 (3)

岐阜県立益田清風高等学校で実施する建築基準法第12条定期点検等委託業務


